
地域水田農業ビジョン等の調査結果について（概要）

この調査は、地域水田農業ビジョンの策定状況､産地づくり交付金の活用方法

等を把握し、今後の取組の参考とするため、7～8月にかけて都道府県協議会(46)

及び地域協議会(2,490)の担当者に対して実施したものである。

１ 今回の調査結果の総評

（１）産地づくり対策への取組自体が初年度であるものの、

、 、① ビジョンの策定に当たって 最重点推進事項として転作作物の拡大に次いで

米の高品質化があげられているなど地域条件にあった設定

② ビジョンの実現に向けた産地づくり交付金の多様な活用

といった、創意工夫を生かした取組が行われていると評価している。

（２）その一方で､ビジョンの策定に当たって幅広い議論ができなかった、関係者の

意識改革が進まなかった、あるいは産地づくり交付金の使い方で創意工夫が生か

せなかったとする回答もみられる。

（３）このため、今回の調査結果や今年度の現場での取組、検討を踏まえて､各地で

ビジョンの実現に向けた更なる推進や見直しが行われるよう、農業団体とも連携

し助言・指導を行っていきたいと考えている。

２ 地域水田農業ビジョン

（１） として、転作作物の生産拡大が第１位であるが、次いで米の高最重点推進事項

品質化が第２位となっており、単なる生産調整の実施から、売れる米づくりにも

ウェイトをおいた取組が行われている（下表参照、上位５つ 。）

また、それぞれの地域で､地域条件にあった取組が行われている。

転作作物の生産拡大 米の高品質化 転作作物の低コスト化 認定農業者の育成 米の販売促進

２３％ １２％ １１％ ６％ ６％

（２） として、食育の推進、環境保全型農業の推進、耕作放棄の防止等特徴的な視点

を意識したとする地域協議会がそれぞれ３割程度あり、最近の課題に即した取組

も見られる。

食育の推進 生産履歴の確保 環境保全型農業の推進 耕作放棄の防止 その他

２７％ ２６％ ２５％ ２８％ ６％

注：複数回答



（３） として、作物作付の今後の方向

① 米については､増やすとする地域が２割ある一方で､減らそうとする地域も２

割あり、地域の米の評価を踏まえて検討を行っていると思われるほか、

② 転作作物については、多くの地域(２～７割)が増やすとしており、

③ さらに、作物作付のない調整水田については減らすとする地域が４割ある

など、耕地の有効利用や自給率向上に真摯に取り組む地域の姿勢がうかがえる。

（４） としてリストアップされた経営体数は､27万３千。その地域水田農業の担い手

うち認定農業者以外の個別経営体及び法人経営体は、約５割を占めており､今後､

経営関連施策を認定農業者を基本として､集中化・重点化する中で､リストアップ

された経営のうち、認定農業者以外の個別経営体及び法人経営体を認定農業者へ

誘導することが重要であると考えている。

①認定農業者 ②集落型経営体 ③個別経営体（①以外） ④法人経営（①以外） ⑤任意組織

117,896 5,200 136,926 1,628 11,418

３ 産地づくり交付金

（１） は、ほとんどの地域で転作作物の作付に対して助成を行うが､そ交付金の使途

の他、農地の流動化、作業受委託、生産の組織化、産地づくり（販売促進活動、

高品質化等）への助成を行う地域も見られ､地域で活用されている。

転作作物の作付 農地の流動化 加工用米等 作業受委託 生産の組織化 耕畜連携 地産地消

９６％ ２５％ １５％ １３％ ３％ ３％ ３％

販売促進活動 高品質化等

３％ ３％

注：複数回答

（２）また、 を設定している地域も半数を超えており､構造改担い手に限定した使途

革の推進に向けた取組が行われている。

４ 地域協議会の担当者の意識

（１） に当たっては､農協､市町村以外には、農業者、農業委員会、普ビジョンの策定

及センターといった農業関係者と議論したり意見を聞いたりした地域は８割を超

えるが、実需者や消費者といった農業以外の者と議論したり意見聞いたりした地

域は少ない（３割程度 。）



（２） のために、新たにリーダーを対象とした説明会を開催(約７割)ビジョンの周知

したり、新しい説明資料を配布(約３割)した地域も見受けられ､それぞれの地域

で前向きな取組が見られる。

（３） （売れる米づくり､担い手の育成､特色ある農協､市町村の関係者の意識の変化

産地づくり）が見られたとする地域は４割程度。 が見られたと農家の意識の変化

する地域は２～３割程度。変化がみられないとした地域においても、そのうちの

３～４割は、今後、変化が見られると考えており、一定の意識改革は進んでいる

と考えられる。

（４） とする地域において、産地づくり交付金について、地域の創意工夫が生かせた

最も多かったのは、対象作物の助成単価を自由に設定するなどの工夫により地域

の重点作物を振興することができたという回答(約９割)。

反対に､ とする地域において、最も地域の創意工夫を生かすことは難しかった

多かった理由は､従来の助成金との連続性を重視したという回答(約６割)。

（５） について、現時点地域水田農業ビジョン及び産地づくり交付金の使途の見直し

ではわからないとする地域が５割程度。これは、対策の初年度であり、まずは取

組を着実に実施することが肝要との意識の表れと理解。

今後､必要に応じて見直しを行うよう、農業者団体とも連携して、助言・指導

を行うこととしている。



地域水田農業ビジョン等の調査結果

調査目的：地域水田農業ビジョンの策定状況、産地づくり交付金の活用方法等の把握

調査時期：平成16年７月～８月

回 答 者：都道府県協議会(46)及び地域協議会(2,490)の担当者

<協議会数 46>１ 都道府県水田農業推進協議会について

（１）設置都道府県数：46（東京都を除く）

（２）協議会会長の所属組織：農業者団体23(50%)、県21(46%)、

その他2(4%)（町村会1、農業会議1）

（３）協議会の主たる事務所：農業者団体に設置32(70%)、県庁に設置８(17%)、

その他６(13%)（単独設置）

（４）協議会の会員数：～４人；5(11%)、５～９人；22(48%)、10～14人；8(17%)､

15～19人；6(13%)、20人～ ； 5(11%)

<協議会数 2,490、有効回答数2,490( >２ 地域水田農業推進協議会について 以下３，４に同じ)

（１）設置数：2,490（2,793市町村）

（２）協議会の範囲：一市町村を範囲（一市町村を分割を含む）2,397(96%)、

複数市町村を範囲93(4%)

（３）協議会会長の所属組織：農協673(27%)、市町村1,436(58%)、

(農業者代表、市町村議会議員など)農業委員会255(10%)、その他126（5%)

（４）協議会事務局の所在：農協に設置617(25%)、市町村に設置1,796(72%)、

その他77(3%)

（ ） 、 、 、５ 協議会の会員数：～９人；327(13%) 10～19人；1,120(45%) 20～29人；632(25%)

30～39人；218( 9%)、40人以上；193(8%)



３ 地域水田農業ビジョンについて

（１）ビジョンの最重点推進事項

（ビジョンで最も重点的に推進しようとしている事項を１つだけ選択）

（ ）事 項 回答協議会数 割合 ％

５２９ ２１売れる米づくりの推進

①米の高品質化（低タンパク、新品種、有機栽培等） ２９３ １２

②米の低コスト化（直播、担い手への集積等） ６９ ３

③米の販売促進（消費拡大、ＰＲ活動等） １３９ ６

④その他 ２８ １

９７９ ３９転作作物による産地づくりの推進

⑤転作作物の高品質化（新品種、有機栽培等） ６３ ３

⑥転作作物の低コスト化 団地化 担い手への集積等 ２６６ １１（ 、 ）

⑦転作作物（重点作物）の生産拡大 ５８３ ２３

⑧転作作物の販売促進（消費拡大、ＰＲ活動等） ３８ ２

⑨その他 ２９ １

３１３ １３担い手の育成

⑩認定農業者の育成 １３９ ６

⑪集落型経営体（特定農業団体を含む）の育成 １０１ ４

⑫個別経営体の育成（⑩以外の者） １７ １

⑬法人経営体の育成（⑩以外の者） ２２ １

⑭任意組織の育成（⑪以外の者） ２２ １

⑮その他 １２ １

最重点事項を２以上選択 １８３ ７

当該設問に無回答 ４８６ ２０

注１）集落型経営体とは、担い手経営安定対策の対象となる集落営農組織であり、組織としての
実態を有する、法人化に関する計画を有する等農業経営基盤強化促進法に規定する「特定
農業団体」に規模要件を付したものをいう。

注２）表中の割合は、有効回答数(2,490）に対する割合である （以下、４同じ ）。 。

（２）ビジョンの特徴的な視点

（複数回答）（ビジョンの中で特徴的な視点があれば選択)

視 点 回答協議会数 割合（％）

食育の推進（地産地消等） ６８０ ２７

生産履歴（ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ）の確保 ６５１ ２６

環境保全型農業の推進 ６１１ ２５

農地保全（耕作放棄の防止等） ６９３ ２８

その他 １４５ ６

当該設問に無回答 ８３５ ３４



（３）作物（米を含む）作付等の今後の方向
（作物等ごとに｢増やす｣ ｢現状維持｣ ｢減らす｣ ｢わからない｣ ｢該当なし｣から１つ選択）

当該設問に無回答作 物 等 増やす 現状維持 減らす わからない 該当なし

米 ２１％ ５６％ ２０％ １％ １％ １％

麦 ３１ ２５ ３ ５ ３４ ２

大 豆 ５０ ２９ ３ ４ １２ ２

そ ば ２７ ２２ ３ ９ ３７ ３

飼料作物 ２９ ３３ ６ ６ ２３ ３

野 菜 ６７ ２７ １ ２ ２ １

果 樹 ２２ ５０ １ ７ １７ ３

花 き ３２ ４７ １ ７ １１ ３

調整水田 ４ ３０ ３９ １２ １３ ３

注）該当なし：ビジョンに当該作物等の今後の方向について記載がない場合など。

（４）担い手の明確化

① どのような経営体を担い手として位置付けたか（複数回答 。）

区 分 回答協議会数 割合（％）

ア 認定農業者を担い手として位置付けた ２，１０６ ８５

イ 集落型経営体を担い手として位置付けた ７９８ ３２

ウ 個別経営体( )を担い手として位置付けた １，３９５ ５６認定農業者以外

エ 法人経営( )を担い手として位置付けた ５９２ ２４認定農業者以外

オ 任意組織を担い手として位置付けた １，０４１ ４２

当該設問に無回答 ８０ ３

② ①で位置づけられた担い手に要件を付したか（複数回答 。）

①で回答し 要件設定しな 要件設定した
要件の内容た協議会数 い協議会数 協 議 会 数

(100%) (71%） (29%) 規模､年齢等認定農業者

２，１０６ １，５０２ ６０４

(100%) (47%) (53%) 規模､年齢､後継者等個別経営体

１，３９５ ６５５ ７４０

(100%) (85%) (15%) 規模等法人経営

５９２ ５０３ ８９

(100%) (68%) (32%) 構成員数､法人化等任意組織

１，０４１ ７１１ ３３０

注）集落型経営体については､①組織として実体を有するか､②法人化に関する計画を有するか､③規模要件等国として一定の要件を附している｡



＜回答協議会数 2,291＞③ 地域水田農業ビジョンに位置付けられた担い手

区 分 経営体数 左の構成員数

ア 認定農業者 １１７，８９６ －

イ 集落型経営体 ５，２００ ９７，２６７

ウ 個別経営体（認定農業者以外） １３６，９２６ －

エ 法人経営（認定農業者以外） １，６２８ １１，３５５

オ 任意組織 １１，４１８ １３４，１２５

合 計 ２７３，０６８ －

４ 産地づくり交付金について

（複数回答）（１）産地づくり計画に記載された交付金の使途

（ ）① 助成種類別 回答協議会数 割合 ％

転作作物の作付に助成 ２，３９９ ９６（調整水田、自己保全管理等を含む）

米に助成(加工用米、有機減農薬、直播等） ３６２ １５

農地の流動化に助成 ６１９ ２５

作業受委託に助成 ３１７ １３

生産の組織化・法人化に助成 ７４ ３

耕畜連携の取組に助成 ８７ ３

学校給食、地産地消に助成 ７４ ３

販売促進活動に助成 ８０ ３

高品質化等（栽培履歴、ﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨ）の取組に助成 ８０ ３

協議会運営費に助成 １，８６１ ７５

（ ）② 助成対象作物別 回答協議会数 割合 ％

水稲作付を含む全ての作物作付を対象 利用権設定に助成等 ４１６ １７（ ）

水 水稲作付の内容を区別しない（利用権設定に助成等） ９３ ４

１１稲 加工用米に助成 ２８２区

別
作 環境保全型農業に助成(減農薬 減化学肥料栽培等) １１２ ４す 、
る付 直播栽培に助成 ８６ ３

全ての転作作物を対象 ７２６ ２９

転 転 麦 １，５６３ ６３

作 作 大豆 １，９４２ ７８

作 作 そば １，３４３ ５４

物 物 飼料作物 １，６７６ ６７

作 を 水田放牧 ６５ ３

付 限 地力増進作物 １，０９２ ４４

定 野菜 ２，０４５ ８２
し
果樹 １，１１２ ４５て

対 花き １，４２５ ５７

象 その他作物 １，３０５ ５２

景観形成等 １，１３５ ４６

調整水田 １，１０５ ４４

自己保全管理等 ７９２ ３２



（ ）③ 交付対象を限定した使途 回答協議会数 割合 ％

担い手に限定した使途を設定 １，２７３ ５１

（ ）④ 助成方法 回答協議会数 割合 ％

ア 作物作付等の面積に応じて助成する使途を設定 ２，４３０ ９８

イ 作物の出荷量等に応じて助成する使途を設定 ３８９ １６

ウ その他 ３６３ １５（ア、イ以外のもの、協議会運営費を除く）

（２）特別調整促進加算の使途を設定した都道府県協議会とそれに取り組む地域協議会

使途を設定した 左に取り組む

都道府県協議会数 地域協議会数
使途の区分

① 大幅な超過達成への助成 ６ １５１

② 地域特例作物への助成 ４１ １，６９９

区分 品目数 割合(%)

野 菜 1,100 ［ 58%］
そ ば 325 ［ 17%］
いも類 110 ［ 6%］
花き類 85 ［ 4%］
豆 類 81 ［ 4%］
果 樹 77 ［ 4%］
工芸作物 53 ［ 3%］
その他 59 ［ 3%］

総品目数 1,890 ［100%］

③ その他意欲的な生産調整への助成 １７ ３９９

注 ［ ］は総品目数に対する割合である。）



５ 地域水田農業ビジョン及び産地づくり交付金に係る意識調査

<有効回答数2,464>

Ｑ１ 地域水田農業ビジョンの策定にあたっては、幅広い方との議論が重要と考えま
す。本年度の策定にあたって、農協や市町村の方はもとより、どのような方々と
議論をしたり､意見を聞かれましたか（複数回答 。）

（回答）

議論したり意見を聞いた関係者 回答協議会数 割合（％）

１ 農業委員会 ２，２０５ ９０

２ 普及センター ２，０１６ ８２

３ 土地改良区 １，３２８ ５４

４ 農業者（含法人） ２，０６４ ８４

５ 実需者 ６４７ ２６

６ 消費者 ７６５ ３１

７ 学識経験者 ４９２ ２０

８ その他 ５５０ ２２

当該設問に無回答 ２１ １

注）有効回答数（2,464)に対する割合である （以下Q2,Q3,Q5,Q7,Q8,Q11に同じ ）。 。

Ｑ２ 策定したビジョンはどのような方法で、地域の農業者の方々に周知されました

か（複数回答 。）

（回答）

（ ）周 知 方 法 回答協議会数 割合 ％

１ 定例の育苗講習会など、既存の農業者の集まりを利用 ７２５ ２９
して説明

２ ビジョンの説明会を新たに開催して説明 ７３６ ３０

３ 集落の代表者など、リーダーを対象とした説明会を開 １，６１８ ６６

催して説明

４ 農協だより、市町村だよりなどの既存のＰＲ媒体を利 ４６３ １９

用して配布

５ ビジョンについての新たな説明資料を配布 ７２３ ２９

６ その他 ２４８ １０

当該設問に無回答 ４８ ２



Ｑ３ ビジョンの策定やその推進を通じて､農協や市町村などの関係者の意識は、こ
れまでどのように変わってきましたか（複数回答 。）

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ これまでも売れる米づくりなどに既に取り組んできて ２１７ ９
おり、改めての変化はない。

２ 変化が見られた。米について単に作ることから、売れ ９６０ ３９
る米づくりを目指していく。

３ 変化が見られた。地域の水田農業の担い手を育成する １，００３ ４１
など、構造改革を進めていく。

４ 変化が見られた。転作作物の拡大や新規導入など､特 ８６９ ３５
色ある産地を作っていく。

５ 変化が見られなかった。地域の条件が厳しいこと等か ４３９ １８
ら変化は難しい。

６ わからない。 ２３９ １０

７ その他 ６５ ３

当該設問に無回答 １９ １

Ｑ４ Ｑ３で５～７と回答した方に伺います。更なる推進を通じて、関係者の意識は
今後さらに、どのように変化すると思われますか（複数回答 。）

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 変化が見られるだろう 米について単に作ることから ８６ １２。 、
売れる米づくりを目指していく

２ 変化が見られるだろう。地域の水田農業の担い手を育 ９０ １３
成するなど、構造改革を進めていく。

３ 変化が見られるだろう。転作作物の拡大・新規導入な ９１ １３
ど、特色ある産地を作っていく。

４ 変化が見られないだろう。地域の条件が厳しいこと等 ２９５ ４２
から、変化することは難しい。

５ わからない １８８ ２７

６ その他 ２５ ４

当該設問に無回答 １０ １

注）Ｑ３ ５～７のいずれかに回答した数（695）に対する割合である。



Ｑ５ ビジョンの策定やその推進を通じて､地域の農家の意識は､これまでどのように
変わってきましたか（複数回答 。）

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ これまでも売れる米づくりなどに既に取り組んできて １９３ ８
おり、改めての変化はない。

２ 変化が見られた。米について単に作ることから、売れ ６１７ ２５
る米づくりを目指していく。

３ 変化が見られた。地域の水田農業の担い手を育成する ５７５ ２３
など、構造改革を進めていく。

４ 変化が見られた。転作作物の拡大や新規導入など､特 ５１６ ２１
色ある産地を作っていく。

５ 変化が見られなかった。地域の条件が厳しいこと等か ６５７ ２７
ら変化は難しい。

６ わからない。 ４７１ １９

７ その他 ９６ ４

当該設問に無回答 ２７ １

Ｑ６ Ｑ５で５～７と回答した方に伺います。更なる推進を通じて、農家の意識は今
後さらに、どのように変化すると思われますか（複数回答 。）

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 変化が見られるだろう 米について単に作ることから ２５２ ２１。 、
売れる米づくりを目指していく

２ 変化が見られるだろう。地域の水田農業の担い手を育 ２０６ １７
成するなど、構造改革を進めていく。

３ 変化が見られるだろう。転作作物の拡大・新規導入な １９１ １６
ど、特色ある産地を作っていく。

４ 変化が見られないだろう。地域の条件が厳しいこと等 ３９４ ３２
から、変化することは難しい。

５ わからない ３４１ ２８

６ その他 ５５ ５

当該設問に無回答 ２０ ２

注）Ｑ５ ５～７のいずれかに回答した数（1,224）に対する割合である。



Ｑ７ ビジョンは見直すことが可能ですが､今後見直す方針ですか。

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 見直したいと考えている。 ９３５ ３８

２ 連続性が重要と考えており､見直しは考えていない。 １５６ ６

３ 現時点ではわからない。 １，３５４ ５５

当該設問に無回答 １９ １

Ｑ８ 従来の全国一律の要件・単価の助成金から、産地づくり交付金は、新たに地域

の創意工夫が生かせる仕組みとなりましたが、どうでしたか。

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 地域の創意工夫が生かせた。 ６４１ ２６

２ 地域の創意工夫を生かすことは難しかった。 １，２４２ ５０

３ わからない。 ５５１ ２２

当該設問に無回答 ３０ １

Ｑ９ Ｑ８で「１ 地域の創意工夫が生かせた 」と回答された方に伺います。それ。

は、具体的にはどのような点でしょうか（複数回答 。）

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 対象作物の助成単価を自由に設定するなどの工夫によ ５５４ ８６

る、地域の重点推進作物の振興

２ 作業受委託などに助成するなどの工夫による､地域の ２３６ ３７

担い手の育成や構造改革の推進

３ 団地化の要件を地域にあった設定にするなどの工夫に １９３ ３０

よる､よりよい生産調整の推進

４ 有機栽培米による減収分の補てんなどの工夫による、 ６２ １０

食の安全・安心の推進

５ 地元産農産物のＰＲなどの工夫による、農産物の消費 ５７ ９

拡大の推進

６ その他 ２５ ４

当該設問に無回答 ６ １

注）Ｑ８ １の回答数（641）に対する割合である。



Ｑ10 Ｑ８で「２ 地域の創意工夫を生かすことは難しかった 」と回答された方に。

伺います。それは、なぜでしょうか（複数回答 。）

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 従来の助成金との連続性を重視したから。 ７７７ ６２

２ 産地づくり交付金について意見が様々であったが、集
約する十分な時間がなかったから。 ３８４ ３１

３ その他 ３２８ ２６

当該設問に無回答 １２ １

注）Ｑ８ ２の回答数（1,242）に対する割合である。

Ｑ11 産地づくり交付金の使途は年度ごとに見直すことが可能ですが、来年度に見直

す方針ですか。

（回答）

（ ）項 目 回答協議会数 割合 ％

１ 見直したいと考えている。 ９１８ ３７

２ 連続性が重要と考えており、見直しは考えていない。 ２５５ １０

３ 現時点ではわからない。 １,２５９ ５１

当該設問に無回答 ３２ １

（参考）

この地域水田農業ビジョン等の調査結果の概要は、農林水産省ホームページ（アドレス

http://www.maff.go.jp/）にも掲載しています。


